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今月号の

主な内容平成17年度 猪名川町敬老会のご案内
�と　き ９月10日（土） 午前９時30分～正午

�ところ 文化体育館（イナホール）

�内　容

第１部　記念式典　9：30～10：20

第２部　余興（アトラクション） 10：30～12：00

アトラクションの出演者
川井聖子（演歌）

上野秀年（ガマの油売り）

西島三郎（ものまね）

おか けんた・ゆうた（漫才・写真右）

※ご来場の際は、駐車場が大変混雑し

ますので、できる限り臨時送迎バスを

ご利用ください。

介介
護護
保保
険険
制制
度度
がが
改改
正正
ささ
れれ
まま
すす

介護保険制度は、平成1 2年度に制度が開始され

て以降、その定着が図られてきました。しかし、そ

れにともない受給者数の増加や介護給付費が急増し

ています。本町においても、平成1 7年7月末現在、

6 5歳以上の高齢者4 , 7 0 3人のうち、8 1 7人が受給者

に認定され、支援や介護を受けておられます。

3年ごとに見直す介護保険料も、今後、高騰する

ことが予測されるため、制度の抜本的な見直しを行

うこととしました。その概要をお知らせします。

〜
３
つ
の
重

点
項
目
の
改
正
〜

今
回
、
国
に
お
い
て
介
護
保
険

制
度
の
抜
本
的
な
見
直
し
に
よ

り
、
次
の
３
つ
を
重
点
項
目
と
し

た
介
護
保
険
法
の
改
正
が
行
わ
れ

ま
し
た
。

【
改
正
１
】

高
齢
者
が
要
介
護
状
態
に
な
る

前
に
介
護
予
防
事
業
を
実
施
し
、

要
介
護
認
定
者
数
の
増
加
を
抑
制

す
る
事
業
を
実
施
。
（
地
域
支
援

事
業
＝
平
成
18
年
度
か
ら
実
施
）

【
改
正
２
】

急
増
し
て
い
る
要
支
援
、
要
介

護
１
の
認
定
者
が
重
度
化
し
な
い

よ
う
、
筋
力
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
や
口

腔
ケ
ア
な
ど
の
メ
ニ
ュ
ー
を
取
り

入
れ
た
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
す
る
事
業
を
実
施
。
（
新
予
防

給
付
＝
平
成
18
年
度
か
ら
実
施
予

定
）

【
改
正
３
】

在
宅
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
と
施
設

サ
ー
ビ
ス
利
用
者
と
の
給
付
と
負

担
の
あ
り
方
に
着
目
し
、
特
別
養

護
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
の
介
護
保
険

３
施
設
（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
を
含

む
）
で
の
居
住
費
（
滞
在
費
）
お

よ
び
食
費
と
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
な

ど
の
通
所
系
サ
ー
ビ
ス
で
の
食
費

を
、
保
険
給
付
の
対
象
外
と
し
、

全
額
利
用
者
負
担
と
し
ま
す
。

（
施
設
給
付
の
見
直
し
＝
平
成
17

年
10
月
か
ら
実
施
）

こ
れ
ま
で
の
特
別
養
護
老
人
ホ

ー
ム
な
ど
の
介
護
保
険
３
施
設
の

標
準
負
担
額
（
食
事
代
・
一
般
日

額
７
８
０
円
）
は
廃
止
さ
れ
、
居

住
費
（
滞
在
費
）
お
よ
び
食
費
は
、

各
施
設
が
定
め
、
利
用
者
と
文
書

に
よ
る
契
約
を
す
る
こ
と
と
な
り

ま
す
。

そ
の
た
め
、
今
回
の
改
正
で
は

町
民
税
非
課
税
世
帯
等
に
つ
い
て

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
収
入
状
況
に
応

じ
た
居
住
費
お
よ
び
食
費
の
負
担

限
度
額
を
定
め
、
そ
の
限
度
額
と

施
設
が
定
め
る
金
額
と
の
差
額
が

保
険
給
付
（
特
定
入
所
者
介
護
サ

ー
ビ
ス
費
）
さ
れ
る
こ
と
と
な
り

ま
す
の
で
、
表
を
参
考
に
該
当
さ

れ
る
方
は
、
そ
の
申
請
を
行
っ
て

く
だ
さ
い
。
ま
た
、
こ
の
軽
減
措

置
は
、
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
に
も
適

用
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
こ
の
申
請
は
、
月
の
途

中
で
申
請
さ
れ
て
も
申
請
月
の
１

日
か
ら
適
用
（
本
年
９
月
中
に
申

請
さ
れ
た
方
は
、
10
月
１
日
か
ら

適
用
）
と
な
り
ま
す
が
、
利
用
月

の
翌
月
に
申
請
さ
れ
て
も
遡
及
で

き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ

い
。ま

た
、
低
所
得
者
対
策
と
し
て

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
限
度
額

も
一
部
改
正
さ
れ
ま
す
。

改
正
の
概
要
お
よ
び
特
定
入
所

者
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
認
定
申
請
に

つ
い
て
は
、
保
険
住
民
課
（
�
７

６
６
・
８
７
０
０
）
へ
、
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

�国調キャラクター「センサスくん」

国勢調査にご協力を！

～1 0月1日に実施します～
国勢調査は、日本に住んでいるすべての人を対

象に、行政の基礎となる人口や世帯の状況を５年

ごとに調査する、国が行う最も基本的な調査です。

国勢調査は法律に基づいて行われます

国勢調査は「統計法」に基づいて行われ、調査

した内容は調査関係者の守秘義務や、統計目的以

外への使用禁止などが厳しく定められています。

また、提出していただいた調査票は、厳重に管

理され、集計処理後は溶解処分されます。

調査結果は各方面で利用されます

法律に基づく議員定数の決定や、地方交付税の

算定などに使われるほか、少子高齢社会に対応し

た政策のための介護の充実や子育て支援への環境

整備など福祉施策の実施に向けた重要な基礎資料

などとなります。

９月下旬から調査員が伺います

９月の下旬に調査票をお配りします。調査票に

は1 0月１日現在、日本に住んでいる人（すでに３

カ月以上住んでいる人、1 0月１日の前後を通じて

３カ月以上住むことになっている人）についても

れなく記入してくださ

い。

問い合わせは、企画政

策課（�766－8711）へ。

施
設
給
付
の
見
直
し
に
関
す
る

概
要
と
そ
の
軽
減
措
置

問い合わせは、健康福祉課（�766－8701）へ。

▲定期的に大島であい公園（島地区）でゲートボールの練習をする
鎌倉老人会ゲートボール部の皆さん。次の大会に向け、和気あいあ
いと練習に励んでいます。


